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情報公開・開示請求入門

2016.10.30

弁護士 坂本団

はじめに

• 情報は誰のもの？

情報 開と個人情報保護– 情報公開と個人情報保護

• 情報公開請求入門

• 自己情報開示請求入門

• 「情報公開・開示請求実務マニュアル」の宣
伝伝
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情報は誰のもの？

• 日本国憲法２１条

「集会 結社及び言論 出版そ 他 切 表現 自由「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由
は、これを保障する。」

– 「表現の自由、とりわけ、公共的事項に関する表現の
自由は、特に重要な憲法上の権利として尊重されな
ければならない」（北方ジャーナル事件最高裁判決）

– 自由な意見を表現するためには その前提として 必– 自由な意見を表現するためには、その前提として、必
要な情報に自由に接することができなければならな
い。

→「知る権利」の保障が不可欠

最近の事例から

• 舛添前都知事の高額海外出張などの問題

– なお、石原元都知事はもっと豪快であったことも
判明している。

• 富山市議会をはじめとする政務活動費の不
正支出問題
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情報公開に逆行する動き

• 「安全保障」、「公共の
安全」 「テロ対策」等を安全」、「テロ対策」等を
口実に「のり弁」

– TPPの承認をめぐる国会

審議でも情報開示され
ず

– 閣議決定された文書「カ
ウンターインテリジェン
ス機能の強化に関する
基本方針」

– 原発情報など

逆に国民が監視されている

• スノーデン・ショック（２０１３年）

– ９１１テロを契機に諜報活動や捜査権限が強化された結– ９１１テロを契機に諜報活動や捜査権限が強化された結
果、グーグルやマイクロソフト、電気通信事業者が政府に
設備を使用させて、通信情報をすべて取得していたこと
が発覚。

– 日本国内の通信も傍受（経済担当の大臣、三菱などの大
企業）

– ムスリム、アムネスティ、ジャーナリス等を問題視している
とも明らかにことも明らかに

– 政権が、失脚させたい人物の信用を失墜させるために、
ポルノや性癖に関する情報収集も

→「テロ対策」は口実。「政権防衛」や「外交上有利な地位」
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日本でも

• 大分県警が、野党の選挙事務所や労組の事
務所のビル の出入りを監視カメラで撮影務所のビルへの出入りを監視カメラで撮影

• 警視庁が「テロ対策」と称してムスリムに対す
る違法な監視をしていた（しかし、裁判所はお
墨付きを与えてしまった）

• 自衛隊情報保全隊による国民監視• 自衛隊情報保全隊による国民監視

逆行する法整備・技術の活用

• 法整備
特定秘密保護法（適性評価手続も含む）– 特定秘密保護法（適性評価手続も含む）

– 通信傍受権限の拡大

– マイナンバー制度の利用拡大

– 共謀罪法案

• 新しい技術の活用
– 監視カメラの増加・高性能化、顔認証技術

– DNAデータベース

– GPS監視
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情報を国民の手に

• 情報公開制度、個人情報保護制度を活用し
て情報を国民の手に取り戻そうて情報を国民の手に取り戻そう

情報公開入門



6

根拠法令

• 情報の保有主体によって根拠法例が異なる

行政機関– 国の行政機関

• 行政機関情報公開法

（国会、裁判所は法律がない）

– 独立行政法人等

• 独立行政法人等情報公開法

– 地方公共団体（都道府県・市町村）

• 各地の情報公開条例

たとえば

• 大阪市議の政務活動費の使い方を知りたい時
は、は、
– 大阪市会情報公開条例に基づき議長に対し請求

• 門真市駅前土地転がし事件では、
– 閉店したダイエーの土地建物をK社が１５億円で購入
し、土地の半分を都市再生機構に１０億円で売却し、
さらに建物の移転補償費として門真市から２９億円を
取得した事件について知りたい

– 門真市情報公開条例に基づき門真市に請求

– 独立行政法人等情報公開法に基づき都市再生機構
に請求
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情報公開請求の手続
（大阪市条例の場合）

• 「何人も」請求できる

書式に必要事項を記入

 

• 書式に必要事項を記入
して提出するだけ。

– 窓口、FAX、郵送、ネット
でも可能

– 書き方がわからなけれ
ば、何でも質問すればば、何でも質問すれば
教えてもらえる

 

公開等の決定

• 原則として１４日以内に決定（延長もある）
• 決定の種類決定の種類

– 公開決定
– 非公開決定・部分公開決定

1. 個人情報
2. 法人情報
3. 任意提供情報
4. 意思形成過程情報
5. 事務執行情報5. 事務執行情報
6. 公共安全情報
7. 法令秘情報

– 存否応答拒否処分
– 不存在
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決定に不服があるときは？

• 行政不服審査法に基づく審査請求

情報 開審査会 諮問→情報公開審査会への諮問

• 審査会は文書の内容を見て判断できる

• 情報公開訴訟

– 非公開決定等の取消し

– 公開決定の義務付け公開決定の義務付け

公開の実施

• 公開の実施の方法

閲覧– 閲覧

– 写しの交付

– 写しの郵送

• 費用

写しの交付 郵送には一定の実費の支払いが必– 写しの交付、郵送には一定の実費の支払いが必
要
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自己情報開示請求入門

自己情報開示請求権

• 憲法１３条の保障するプライバシー権の一環としての自己
情報コントロール権の一部を規定したもの
– 自己の個人情報に関する取扱状況をチェックすることを可能に

するため

• 情報の保有主体に応じて根拠法例が異なる
– 国の行政機関

• 行政機関個人情報保護法

– 独立行政法人等
• 独立行政法人等個人情報保護法

地方公共団体（都道府県 市町村）– 地方公共団体（都道府県・市町村）
• 各地の個人情報保護条例

– 民間事業者
• 個人情報保護法
• なお、権利性について争いあったが法改正により立法的に解決
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たとえば

• 病院に自分のカルテの開示を請求したい時

私立病院なら個人情報保護法– 私立病院なら個人情報保護法

– 市立病院なら個人情報保護条例

– 大学病院なら独立行政法人等個人情報保護法

• 自分の住民票を取得した人がいるかどうかを
調べたい時調べたい時

– 住民登録をしている市町村に対し、個人情報保
護条例

開示請求の手続
（大阪市条例の場合）

• 「何人も」請求できる

書式に必要事項を記入

開  示  請  求  書 

平成   年   月   日 

（提出先） 

                  請求者（本人） 

                      住所又は居所 〒 
                      ふ り が な 

氏 名

• 書式に必要事項を記入
して提出するだけ

– ただし、本人確認のため、
窓口での請求が推奨さ
れている。

氏 名

                     （法定代理人） 

                      住所又は居所 〒 

                      法人にあっては、主 

                      たる事務所の所在地 
                      ふ り が な 

                      氏    名 

                      法人にあっては、その 

                      名称及び代表者の氏名 

                     （電 話 番 号） （    ） 

大阪市個人情報保護条例第17条第１項の規定により、次のとおり保有個人情報の開示を請求します。 

開示請求に係る保有個人情

報を取り扱う事務の名称及

び内容その他保有個人情報

を特定するに足りる事項 

 

開示の実施方法の区分 

１ 文書又は図画の場合 

  □ 閲覧 

  □ 写しの交付  □ 両面印刷を希望 

           □ 片面印刷を希望 

２ 電磁的記録の場合 

 ア 閲覧に準ずる方法 

  □ 用紙に出力したものの閲覧 

  □ 専用機器により再生したものの聴取又は視聴 

 イ 写しの交付に準ずる方法 

  □ 用紙に出力したものの写しの交付 

  □ フロッピーディスクに複写したものの交付 

  □ 録音テ－プに複写したものの交付 

  □ ビデオテ－プに複写したものの交付 

  □ 光ディスクに複写したものの交付 

３ 実施場所等の希望 

□ 市民相談室会議室での開示□ 市民相談室会議室での開示

  □ 担当局・区が指定する会議室等での開示 

  □ 郵送 

※本人等確認欄 

１ 運転免許証     ２ 旅券 

３ 健康保険の被保険者証 

４ その他（                             ） 

５ 法定代理人（                           ） 

※担  当 

 

 

（電話番号              ）  

注１ 請求者が法定代理人であるときは、本人の住所又は居所及び氏名も記入してください。 

２ 開示の実施方法の区分欄の該当する□にレを付けてください。 

３ ※欄については、記入しないでください。 

４ 開示請求の際には、本人又は法定代理人であることを証明する書類（運転免許証、旅券、健康保険の被保険者

証等）を提示し、又は提出してください。 

５ 電磁的記録については、用紙に出力したものの閲覧又は写しの交付に限らせていただく場合があります。 

６ 「担当局・区が指定する会議室等での開示」とは、市役所本庁舎以外に主たる事務所がある局又は区が開示の

担当である場合に、その主たる事務所又は区役所庁舎内の会議室等で行う開示をいいます。ただし、開示の担当

が市役所本庁舎に主たる事務所がある局の場合は、市民相談室会議室での開示となります。 
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開示等の決定

• 原則として１４日以内に決定
• 決定の種類

– 開示決定
– 非開示決定・部分開示決定

1. 請求者の生命等を害するおそれ
2. 個人情報
3. 法人情報
4. 任意提供情報
5. 意思形成過程情報
6. 事務執行情報
7 公共安全情報7. 公共安全情報
8. 法令秘情報

– 存否応答拒否処分
– 不存在

• 争い方・開示の実施も公開請求と同じ

情報公開・開示請求実務マニュアル

• 情報を入手するための各種制度を広く紹介
情報公開制度– 情報公開制度

– 個人情報保護法制と自己情報開示請求

– 訴訟その他の手続
• 弁護士法２３条照会

• 民事訴訟手続

• 刑事訴訟手続刑事訴訟手続

• 刑事確定記録閲覧手続

• 会社に対する開示手続

• 医療記録等の開示請求
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豪華執筆陣

• 見張り番弁護団が総力を挙げて
畠田健治 奥村裕和 豊永泰雄 結城圭 石橋徹– 畠田健治、奥村裕和、豊永泰雄、結城圭一、石橋徹
也、岡本大典、服部崇博、八木香織など

• 全国市民オンブズマン連絡会からも
– 新海聡

– 内田隆

• その筋の第一人者もその筋の第 人者も
– 岡村久道

– 奥村徹

– 岡口基一


